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後
講
釈
と
言
わ
れ
そ
う
だ
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
国

の
対
応
は
必
ず
し
も
最
良
の
選
択
と
は
言
い
難
い
も

の
だ
っ
た
。
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
要
件
を
厳
し
く
し
、
感

染
の
広
が
り
を
把
握
し
に
く
く
し
た
し
、
突
然
の
一

斉
休
校
は
少
な
か
ら
ぬ
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
一
斉

休
校
に
は
「
う
ち
の
村
に
は
感
染
者
は
一
人
も
い
な

い
の
に
」
と
い
っ
た
不
満
の
声
が
各
地
で
聞
か
れ

た
。
後
に
民
間
の
有
識
者
で
構
成
す
る
新
型
コ
ロ
ナ

対
応
民
間
臨
時
調
査
会
（
委
員
長
小
林
喜
光
元
三
菱

ケ
ミ
カ
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
会
長
）
が
ま
と
め
た

調
査
・
検
証
報
告
書
で
も
、「
一
斉
休
校
は
疫
学
的

に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
か
っ
た
」
と
い
っ
た
専
門

家
の
見
解
を
載
せ
て
い
る
。
た
だ
、
学
校
を
休
校
に

す
る
か
否
か
は
学
校
設
置
者
の
教
育
委
員
会
の
判
断

で
あ
り
、
安
倍
首
相
が
決
め
た
全
国
一
斉
休
校
は
要

請
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
回
の
地
方
自
治

法
改
正
に
よ
り
、
想
定
外
の
事
態
が
発
生
し
た
際
に

は
個
別
の
法
律
に
規
定
が
な
く
と
も
、
国
が
自
治
体

に
「
補
充
的
に
」
指
示
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ど
う
い
う
事
態
に
ど
う
い
う
指
示
権
が
発
動
さ
れ
る

の
か
、
明
ら
か
で
な
い
が
、
感
染
症
が
蔓
延
し
た
際

の
一
斉
休
校
も
予
想
さ
れ
る
指
示
に
含
ま
れ
よ
う
。

90
年
代
の
い
わ
ゆ
る
第
一
次
地
方
分
権
改
革
に

よ
っ
て
、
自
治
体
が
国
の
指
図
を
受
け
る
機
関
委
任

事
務
は
廃
止
に
な
っ
た
。
国
の
自
治
体
に
対
す
る
関

与
は
法
令
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
国

か
ら
の
通
達
は
強
制
力
の
な
い
技
術
的
助
言
に
代

わ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
国
と
地
方
の
関
係
は
上

下
・
主
従
か
ら
対
等
・
協
力
に
な
っ
た
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
新
た
に
設
け
た
国
か
ら
の
一
般
的
な
指
示

権
の
規
定
は
こ
う
し
た
分
権
の
流
れ
に
逆
行
す
る
。

分
権
改
革
を
巡
る
攻
防
が
激
し
か
っ
た
当
時
、
筆

者
は
「
三
千
の
実
験
は
一
つ
の
頭
脳
に
優
る
」
と
唱

え
て
い
た
。
い
く
ら
国
が
優
秀
な
人
材
を
そ
ろ
え
て

い
て
も
、
各
自
治
体
が
現
場
で
自
由
に
発
想
す
る
無

数
の
試
み
に
は
敵
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一

律
に
国
に
従
う
し
か
な
い
集
権
型
社
会
に
対
す
る
分

権
型
社
会
の
優
位
性
で
あ
る
。
国
は
一
方
的
に
指
示

す
る
よ
り
も
自
治
体
の
知
恵
を
借
り
な
が
ら
対
策
を

探
し
た
方
が
い
い
。

ワールド牧場より大阪平野(南
みなみ

河
かわ ち

内)を一望（大阪府河
か

南
なん

町
ちょう

）　

写真キャプション
町域の3分の1の山地部が金剛
生駒紀泉国定公園に指定され、
自然と歴史に恵まれた緑豊かな
文化の町、河南町。関西最大級
の牧場であるワールド牧場では、
牛の乳搾りをはじめ、馬やウサ
ギ・犬などの動物と触れ合える。
牧場は標高約220mの場所にあ
り、斜面に設置されている展望
台からは、世界遺産に登録され
た古墳を眺めることもできる。

国
は
ま
ず
地
方
の
知
恵
を
借
り
よ

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

松ま
つ

本も
と 

克よ
し

夫お

活

動

政

策

政

策

情�

報

随�

想

吉
田
会
長
が「
こ
ど
も
政
策
に
関
す
る
国
と
地
方
の
協
議
の
場（
令
和
６
年
度
第
１
回
）」に
出
席
��
⑵

基
本
理
念
に
「
食
料
安
保
」
明
記 

―
改
正
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
―
��
�
�
�
�
�
�
�
⑶

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
指
針
の
見
直
し
に
つ
い
て　

個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局
�
�
�
�
⑹

町
村
ご
当
地
キ
ャ
ラ
じ
ま
ん
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
⑾

私
が
め
ざ
す
も
の
【
地
域
で
稼
ぎ
、
誰
も
が
健
康
で
活
躍
す
る
元
気
な
礼
文
づ
く
り
】

礼
文
島
の
三
つ
の
宝
を
活
か
し
て
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
北
海
道
礼
文
町
長　

小
野　

徹
�
⑿
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
支
援
も
対
象

ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
支
援
も
対
象

対
策
の
四
つ
の
柱
の
う
ち
、「
コ
ロ
ナ

禍
に
お
い
て
物
価
高
騰
等
に
直
面
す
る
生

活
困
窮
者
等
へ
の
支
援
」
の
一
環
と
し
て

盛
り
込
ま
れ
た
の
が
、
コ
ロ
ナ
対
応
の
た

め
の
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の
拡
充
だ
。

21
年
度
補
正
予
算
で
計
上
し
た
画
を
作
成

し
、原
則
と
し
て
７
月
29
日
ま
で
に
提
出
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
国
が
各
自
治
体
の
交
付

限
度
額
の
範
囲
内
で
配
分
額
を
決
定
す

る
。国

の
第

国
の
第
３３
期
「
ス
ポ
ー
ツ
基
本
計
画
」

期
「
ス
ポ
ー
ツ
基
本
計
画
」

の
策
定

の
策
定

原
油
価
格
・
物
価
高
騰
対
応
分
と
し
て

措
置
し
た
臨
時
交
付
金
１
兆
円
の
う
ち
、

各
自
治
体
に
は
８
０
０
０
億
円
が
先
行
配

分
さ
れ
る
。
21
年
度
補
正
の
地
方
単
独
事

業
分
の
留
保
分
２
０
０
０
億
円
と
、
22
年

度
予
備
費
で
措
置
し
た
８
０
０
０
億
円
の

う
ち
６
０
０
０
億
円
を
活
用
す
る
形
と
な

る
予
定
。
こ
の
た
め
、
留
保
分
か
ら
の
２

０
０
０
億
円
は
、
地
方
単
独
事
業
分
と
同

様
の
扱
い
で
、
原
油
価
格
・
物
価
高
騰
対

応
分
以
外
の
事
業
に
も
幅
広
く
活
用
可
能

開
会
に
あ
た
り
、
加
藤
こ
ど
も
政
策
担

当
大
臣
が
挨
拶
に
立
ち
、「
国
会
で
は
、

６
月
に
『
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
』
が
成
立
し
、
こ

れ
か
ら
速
や
か
に
各
種
政
策
を
実
行
に
移

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
自
治
体
こ
ど
も

計
画
は
、
令
和
５
年
12
月
に
閣
議
決
定
し

た
こ
ど
も
大
綱
を
勘
案
し
て
、
現
在
各
地

方
自
治
体
で
策
定
に
向
け
た
作
業
を
進
め

て
い
た
だ
い
て
い
る
。
地
方
自
治
体
単
独

事
業
に
充
て
る
こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
事

業
債
の
対
象
と
な
る
事
業
は
、
自
治
体
こ

ど
も
計
画
策
定
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
活
用
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
計
画

策
定
を
検
討
い
た
だ
き
た
い
」と
述
べ
た
。

続
い
て
地
方
三
団
体
の
会
長
が
挨
拶
に

立
ち
、
オ
ン
ラ
イ
ン
出
席
し
た
吉
田
会
長

か
ら
は
、「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
つ
い
て
、

「
子
ど
も
や
子
育
て
世
帯
の
ラ
イ
フ
ス

テ
ー
ジ
に
応
じ
た
切
れ
目
の
な
い
支
援
が

幅
広
く
示
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
子
ど
も
を
産

み
、
育
て
て
い
く
こ
と
を
望
む
方
々
に

と
っ
て
は
い
ず
れ
も
重
要
な
施
策
で
あ

り
、
我
が
国
の
少
子
化
傾
向
を
反
転
さ
せ

る
効
果
に
つ
い
て
も
大
い
に
期
待
を
し
て

い
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
関
係
省
庁
に

お
い
て
こ
ど
も
政
策
が
推
進
さ
れ
る
な

か
、
こ
ど
も
政
策
に
関
す
る
国
と
地
方
の

協
議
の
場
は
、
日
々
地
域
住
民
に
接
し
て

い
る
私
た
ち
自
治
体
の
現
場
の
声
を
、
今

後
の
政
策
に
反
映
し
て
い
た
だ
け
る
重
要

な
場
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
加
藤
こ
ど

も
政
策
担
当
大
臣
に
は
、
本
日
の
議
論
も

踏
ま
え
、
少
子
化
克
服
に
向
け
た
実
効
あ

る
政
策
を
力
強
く
牽
引
し
て
い
た
だ
く
よ

う
、
お
願
い
す
る
」
と
述
べ
た
。

そ
の
後
、
意
見
交
換
に
お
い
て
吉
田
会

長
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
や

改
正
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
よ
っ
て

創
設
さ
れ
る
施
策
の
実
施
に
か
か
る
町
村

役
場
の
負
担
を
懸
念
し
、
各
種
施
策
を
円

滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
速
や
か
な
情
報

提
供
や
国
主
体
で
の
事
務
担
当
者
に
対
す

る
説
明
会
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
広
く

国
民
に
制
度
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の

周
知
・
広
報
な
ど
を
行
う
よ
う
要
請
し
た
。

ま
た
、「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」
の

実
施
に
あ
た
っ
て
、
モ
デ
ル
事
業
の
実
施

状
況
を
十
分
に
検
証
す
る
と
と
も
に
、
保

育
士
な
ど
の
人
材
確
保
に
地
域
間
格
差
が

生
じ
な
い
よ
う
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ

て
円
滑
に
実
施
す
る
制
度
設
計
を
求
め
た
。

次
い
で
、「
自
治
体
こ
ど
も
計
画
の
策

定
」
に
つ
い
て
、
策
定
過
程
に
お
い
て
町

村
が
行
う
事
務
は
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、

速
や
か
な
情
報
提
供
を
は
じ
め
、
町
村
か

ら
の
相
談
に
応
じ
る
体
制
整
備
や
計
画
策

定
に
か
か
る
経
費
に
対
す
る
財
政
支
援

等
、
国
の
責
任
に
お
い
て
十
分
な
支
援
を

要
請
し
、
発
言
を
締
め
括
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、地
方
側
か
ら
は
「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
金
の
意
義
に
つ
い
て
の
国
民

に
向
け
た
丁
寧
な
説
明
」、「
ヤ
ン
グ
ケ
ア

ラ
ー
等
の
困
難
を
抱
え
た
子
供
た
ち
へ
の

支
援
」
等
を
求
め
る
発
言
が
あ
っ
た
。 

吉
田
会
長
の
発
言
を
受
け
、
オ
ン
ラ
イ

ン
出
席
し
た
宮
㟢
厚
生
労
働
副
大
臣
か
ら

は
、「
少
子
化
お
よ
び
人
口
減
少
問
題
は
、

社
会
保
障
制
度
に
お
い
て
も
財
政
面
や

サ
ー
ビ
ス
の
供
給
面
に
お
い
て
も
極
め
て

深
刻
な
課
題
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
で
は
、

こ
ど
も
未
来
戦
略
の
柱
の
１
つ
で
あ
る
共

働
き
・
共
育
て
の
推
進
を
図
る
た
め
に
、
男

性
育
休
の
取
得
促
進
や
年
齢
に
応
じ
た
柔

軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置
の

拡
充
な
ど
制
度
改
正
に
取
り
組
ん
で
い
る
」

と
し
た
う
え
で
、
保
育
人
材
確
保
に
関
し

て
は
、「
保
育
士
に
と
っ
て
働
き
や
す
い
職

場
づ
く
り
を
応
援
す
る
た
め
に
、
業
務
改

善
助
成
金
で
支
援
し
て
い
る
。
ぜ
ひ
利
用

し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
発
言
が
あ
っ
た
。

最
後
に
加
藤
こ
ど
も
政
策
担
当
大
臣
か

ら
、「
こ
ど
も
政
策
の
推
進
に
あ
た
っ
て

は
、
現
場
で
実
務
を
担
っ
て
い
る
地
方
自

治
体
の
皆
さ
ま
と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ

り
、
国
と
地
方
が
車
の
両
輪
と
な
っ
て
取

り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
今
後
も
積
極
的
に
意
見
交
換
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
を
通
じ
て
、
国
と
地
方
の

連
携
を
さ
ら
に
強
化
し
た
い
」
と
の
発
言

が
あ
り
、
閉
会
し
た
。

吉
田
隆
行
会
長
（
広
島
県
坂
町
長
）
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
三
団
体
代
表
は

７
月
８
日
、
政
府
が
開
催
し
た
「
こ
ど
も
政
策
に
関
す
る
国
と
地
方
の
協
議
の

場
（
令
和
６
年
度
第
１
回
）」
に
出
席
し
た
。
今
回
の
会
合
は
、
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
法
等
一
部
改
正
法
成
立
を
受
け
、
自
治
体
こ
ど
も
計
画
の
策
定
等
に

つ
い
て
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

政
府
か
ら
は
、
加
藤
鮎
子
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
こ
ど
も
政
策 

少
子
化
対

策 

若
者
活
躍 

男
女
共
同
参
画
、
孤
独
・
孤
立
対
策
）、
工
藤
彰
三
内
閣
府
副
大
臣
、

古
賀
友
一
郎
内
閣
府
大
臣
政
務
官
、宮
﨑
政
久
厚
生
労
働
副
大
臣
等
が
出
席
し
た
。

▲出席する吉田会長

▲発言する加藤大臣

吉
田
会
長
が
「
こ
ど
も
政
策
に
関
す
る
国
と
地
方

吉
田
会
長
が
「
こ
ど
も
政
策
に
関
す
る
国
と
地
方

の
協
議
の
場
（
令
和
６
年
度
第
１
回
）」
に
出
席

の
協
議
の
場
（
令
和
６
年
度
第
１
回
）」
に
出
席

全国町村会全国町村会
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は
じ
め
に

は
じ
め
に

農
業
に
関
す
る
国
の
基
本
姿
勢
を
示

す
「
農
政
の
憲
法
」
と
言
わ
れ
る
改
正
食

料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
が
成
立
し
た
。

気
候
変
動
や
国
際
情
勢
の
不
安
定
化
な
ど

で
輸
入
リ
ス
ク
が
高
ま
る
中
、
国
民
一
人

ひ
と
り
の
「
食
料
安
全
保
障
」
を
基
本
理

念
の
柱
に
位
置
づ
け
た
。
食
料
の
供
給
力

維
持
に
向
け
、
輸
出
を
促
進
す
る
ほ
か
、

生
産
コ
ス
ト
を
価
格
に
適
切
に
反
映
す
る

仕
組
み
づ
く
り
な
ど
に
取
り
組
む
。
人
口

減
少
下
で
も
生
産
性
や
付
加
価
値
を
高
め

る
こ
と
で
、
農
業
の
持
続
的
な
発
展
を
図

る
方
針
も
明
記
し
た
。
農
林
水
産
省
は
今

後
、
農
基
法
で
掲
げ
た
理
念
な
ど
を
具
体

化
し
た
基
本
計
画
の
改
定
に
着
手
し
、
年

度
内
に
も
策
定
す
る
方
針
だ
。

過
度
な
輸
入
依
存
か
ら
脱
却

過
度
な
輸
入
依
存
か
ら
脱
却

農
基
法
の
本
格
的
な
見
直
し
は
１
９

９
９
年
の
制
定
以
来
、
今
回
が
初
め
て
。

前
農
基
法
の
制
定
以
後
、
世
界
の
食
料
生

産
と
供
給
は
、
干
ば
つ
に
よ
る
不
作
や
感

染
症
の
発
生
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
な
ど
で
不
安
定
化
し
、
輸
入
リ
ス

ク
が
増
大
。
国
内
で
は
、
農
業
者
の
減
少

や
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
、
市
場
は
縮
小

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
基

本
理
念
で
あ
る
２
条
に
は
「
食
料
安
全
保

障
の
確
保
」
を
掲
げ
、
そ
の
定
義
を
「
良

質
な
食
料
が
合
理
的
な
価
格
で
安
定
的
に

供
給
さ
れ
、
か
つ
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が

こ
れ
を
入
手
で
き
る
状
態
」
と
し
た
。
過

度
な
輸
入
依
存
か
ら
脱
却
し
、
国
内
の
農

業
生
産
を
拡
大
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
た

う
え
で
、「
安
定
的
な
輸
入
と
備
蓄
の
確

保
」
に
取
り
組
む
と
し
た
。

一
方
、
小
売
り
や
ス
ー
パ
ー
の
撤
退
で

食
料
品
の
購
入
が
難
し
い
高
齢
者
を
中
心

と
し
た
買
い
物
弱
者
に
加
え
、
貧
困
や
格

差
の
拡
大
に
よ
る
経
済
的
弱
者
も
増
加
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
19
条
に
は
「
食
料

の
円
滑
な
入
手
の
確
保
」
を
新
設
。
物
流

拠
点
を
整
備
し
て
輸
送
手
段
を
確
保
す
る

ほ
か
、
フ
ー
ド
バ
ン
ク
や
こ
ど
も
食
堂
の

取
組
を
地
域
で
後
押
し
す
る
。

食
料
の
供
給
能
力
の
維
持
に
向
け
て

は
、「
農
産
物
の
輸
出
の
促
進
」（
22
条
）

を
新
た
に
位
置
づ
け
た
。
輸
出
先
国
の
規

制
や
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
産
地
の
育
成
や

販
路
拡
大
な
ど
を
進
め
る
。

23
条
に
は
、「
食
料
の
持
続
的
な
供
給

に
要
す
る
費
用
の
考
慮
」
を
記
述
し
た
。

生
産
者
が
生
産
コ
ス
ト
が
上
が
っ
て
も
販

売
価
格
に
反
映
で
き
ず
、
事
業
継
続
に
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
た
。

農
業
者
や
食
品
産
業
事
業
者
、
消
費
者
と

い
っ
た
「
食
料
シ
ス
テ
ム
」
の
関
係
者
で

議
論
を
進
め
、
理
解
促
進
を
図
る
。
来
年

の
通
常
国
会
に
関
連
法
案
を
提
出
す
る
方

針
だ
。

24
条
に
は
、
異
常
気
象
や
紛
争
と
い
っ

た
不
測
の
事
態
時
の
対
応
を
明
記
し
た
。

先
の
国
会
で
成
立
し
た
食
料
供
給
困
難
事

態
対
策
法
で
は
、
深
刻
さ
に
応
じ
た
政
府

の
対
策
を
規
定
。事
業
者
に
対
し
て
出
荷
・

販
売
の
調
整
や
輸
入
・
生
産
の
促
進
を
要

請
し
た
り
、
そ
の
計
画
の
作
成
を
指
示
し

た
り
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

基
本
理
念
の
２
本
目
の
柱
に
は
、「
環

境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確

立
」（
３
条
）
を
掲
げ
た
。
地
球
環
境
の

保
全
や
貧
困
問
題
の
解
消
と
い
っ
た
持
続

的
な
社
会
に
向
け
た
国
際
的
な
議
論
が
進

展
し
て
い
る
。
農
業
は
、
環
境
と
の
親
和

性
が
高
い
産
業
で
あ
る
一
方
、
温
室
効
果

ガ
ス
の
発
生
な
ど
負
の
影
響
を
与
え
る
側

面
が
あ
る
と
し
て
、条
文
に
は「（
環
境
の
）

負
荷
の
低
減
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

環
境
と
の
調
和
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
こ
と
を
明
記
し
た
。

具
体
的
な
施
策
で
は
、
農
薬
や
化
学
肥

料
を
必
要
以
上
に
使
わ
な
い
こ
と
や
、
家

畜
排
せ
つ
物
の
有
効
利
用
な
ど
を
進
め
る

（
32
条
）。
環
境
に
配
慮
し
た
農
産
物
が
広

く
流
通
・
消
費
さ
れ
る
よ
う
に
、
消
費
者

へ
の
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
な
ど
も
盛

り
込
ん
だ
。
22
年
に
施
行
し
た
環
境
負
荷

の
小
さ
い
農
業
を
目
指
す
「
み
ど
り
の
食
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料
シ
ス
テ
ム
法
」
に
基
づ
き
、
24
年
度
か

ら
は
省
内
す
べ
て
の
補
助
事
業
を
対
象
に

環
境
負
荷
低
減
の
取
組
を
義
務
化
す
る

「
ク
ロ
ス
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
」
が
試
行

導
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
コ
メ
や
野
菜
の
生

産
段
階
で
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
や
生
物

多
様
性
保
全
に
貢
献
し
た
こ
と
を
示
す

「
見
え
る
化
」
ラ
ベ
ル
の
本
格
運
用
が
24

年
３
月
か
ら
始
ま
っ
た
。

生
産
性
向
上
へ
ス
マ
ー
ト
農
業
促
進

生
産
性
向
上
へ
ス
マ
ー
ト
農
業
促
進

３
本
目
の
柱
に
は
、「
農
業
の
持
続
的

な
発
展
」（
５
条
）
を
掲
げ
た
。
農
水
省

に
よ
る
と
、農
業
を
主
な
仕
事
と
す
る「
基

幹
的
農
業
従
事
者
」
は
２
０
０
０
年
の
約

２
４
０
万
人
か
ら
、
23
年
に
約
１
１
６
万

人
に
半
減
。
こ
の
う
ち
全
体
の
約
７
割
が

65
歳
以
上
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状

況
下
で
も
、
安
定
的
に
農
産
物
が
供
給
で

き
、多
面
的
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
生
産
性
の
向
上
」「
付
加
価
値
の
向
上
」

「
環
境
負
荷
低
減
」
を
図
る
と
し
た
。

「
望
ま
し
い
農
業
構
造
の
確
立
」（
26
条
）

で
は
、
農
地
の
担
い
手
で
あ
る
専
業
農
家

と
い
っ
た
「
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業

経
営
体
」
の
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
兼

業
農
家
な
ど
の
「
多
様
な
農
業
者
」
も
農

業
生
産
基
盤
の
維
持
に
向
け
た
プ
レ
ー

ヤ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

農
業
経
営
の
展
開
に
つ
い
て
定
め
た

27
条
で
は
、
農
業
を
営
む
法
人
の
経
営
基

盤
を
強
化
す
る
た
め
、
雇
用
の
確
保
に
向

け
た
労
働
環
境
の
整
備
や
自
己
資
本
の
充

実
を
図
る
こ
と
を
新
た
に
明
記
。
農
作
業

の
受
託
や
機
械
の
リ
ー
ス
、
人
材
派
遣
と

い
っ
た
農
業
経
営
を
支
え
る
「
サ
ー
ビ
ス

事
業
体
」
の
活
動
も
後
押
し
す
る
（
37

条
）。

「
農
地
の
確
保
と
有
効
利
用
」
は
28
条

に
規
定
。
23
年
４
月
の
改
正
農
業
経
営
基

盤
強
化
促
進
法
の
施
行
に
伴
い
、
市
町
村

は
将
来
の
農
地
利
用
の
姿
を
明
確
化
す
る

「
地
域
計
画
」
を
25
年
３
月
末
ま
で
に
策

定
す
る
必
要
が
あ
る
。同
計
画
に
基
づ
き
、

専
業
農
家
へ
の
農
地
集
積
に
加
え
、
生
産

性
向
上
に
向
け
た
集
約
化
を
進
め
る
。
農

地
利
用
を
巡
っ
て
は
、
太
陽
光
パ
ネ
ル
を

設
置
し
て
農
業
と
発
電
を
両
立
さ
せ
る

「
営
農
型
太
陽
光
発
電
」
で
、
不
適
切
な

事
例
も
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
条

文
に
は
農
地
の
「
適
正
」
な
利
用
と
の
文

言
を
盛
り
込
ん
だ
。

先
の
国
会
で
は
、
27
条
や
28
条
の
関
連

で
、
農
地
転
用
に
関
わ
る
手
続
き
の
厳
格

化
や
、
農
地
を
保
有
で
き
る
「
農
地
所
有

適
格
法
人
」
へ
の
出
資
制
限
の
緩
和
な
ど

農
地
関
連
法
が
改
正
さ
れ
た
。

農
業
生
産
基
盤
の
「
整
備
」
と
「
保
全
」

に
つ
い
て
は
29
条
に
明
記
。
気
候
変
動
に

よ
る
災
害
防
止
策
の
ほ
か
、
先
端
的
な
技

術
を
活
用
し
た
事
業
の
実
施
な
ど
を
盛
り

込
ん
だ
。
施
設
の
老
朽
化
や
人
口
減
少
に

対
応
す
る
た
め
、
来
年
の
通
常
国
会
に
は

土
地
改
良
法
の
改
正
案
を
提
出
す
る
方

針
。
具
体
的
に
は
、
ダ
ム
や
頭
首
工
と

い
っ
た
基
幹
的
な
施
設
に
つ
い
て
、
農
業

者
か
ら
の
申
請
・
同
意
が
な
く
て
も
国
や

▲出典：2023年度食料・農業・農村白書
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都
道
府
県
の
判
断
で
更
新
で
き
る
よ
う
に

す
る
。
ま
た
、
用
水
路
な
ど
の
末
端
施
設

の
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
土
地
改
良
区

や
市
町
村
、
集
落
な
ど
が
話
し
合
い
の
場

を
設
け
る
よ
う
求
め
る
考
え
だ
。

30
条
に
は
「
先
端
的
な
技
術
を
活
用
し

た
生
産
性
の
向
上
」
を
新
設
。
生
産
現
場

で
は
、
衛
星
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
自
動
走

行
機
や
、
ド
ロ
ー
ン
を
使
っ
た
農
薬
散
布

な
ど
の
活
用
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
が
、

ニ
ー
ズ
の
高
い
野
菜
や
果
樹
を
対
象
と
し

た
技
術
の
開
発
な
ど
は
難
易
度
が
高
く
、

課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
状
を

踏
ま
え
、
先
の
国
会
で
は
、
ス
マ
ー
ト
農

業
技
術
活
用
促
進
法
が
成
立
。
農
水
省
は

今
後
、
基
本
方
針
を
策
定
し
、
産
学
官
連

携
で
技
術
開
発
を
進
め
る
ほ
か
、
農
機
が

稼
働
し
や
す
い
栽
培
体
系
の
見
直
し
を
促

進
す
る
。

31
条
に
は
「
農
産
物
の
付
加
価
値
の
向

上
」
を
初
め
て
明
記
。
高
品
質
な
品
種
の

導
入
や
六
次
産
業
化
、
知
的
財
産
の
保
護

な
ど
を
進
め
る
。

一
方
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

や
豚
熱
な
ど
の
家
畜
伝
染
病
は
、
農
業
経

営
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
と
し
て
、
41

条
に
は
「
伝
染
性
疾
病
等
の
発
生
予
防
」

を
新
設
。
関
係
者
が
一
体
と
な
っ
て
、
ま

ん
延
防
止
対
策
を
図
る
ほ
か
、
デ
ー
タ
に

基
づ
い
た
飼
養
衛
生
管
理
の
向
上
な
ど
に

努
め
る
。

輸
入
依
存
度
の
高
い
肥
料
や
飼
料
と

い
っ
た
「
農
業
資
材
の
生
産
・
流
通
の
確

保
と
経
営
の
安
定
」
は
42
条
に
明
記
。
国

内
で
生
産
で
き
る
良
質
な
代
替
物
へ
の
転

換
や
備
蓄
へ
の
支
援
を
行
う
。
農
業
資
材

の
著
し
い
価
格
変
動
が
起
き
た
場
合
に

は
、
影
響
緩
和
対
策
を
行
う
こ
と
も
初
め

て
盛
り
込
ん
だ
。

地
域
社
会
の
「
維
持
」
明
記

地
域
社
会
の
「
維
持
」
明
記

農
村
で
は
、
人
口
減
少
と
過
疎
化
が
急

速
に
進
み
、
集
落
の
存
続
や
、
農
業
生
産

活
動
の
継
続
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
４
本

目
の
柱
で
あ
る
「
農
村
の
振
興
」
で
は
、

人
口
減
少
下
で
も
「
地
域
社
会
が
維
持
さ

れ
る
こ
と
」（
第
６
条
）
と
し
た
。
そ
の

う
え
で
、
43
条
に
は
、
農
業
生
産
基
盤
の

整
備
と
保
全
に
加
え
、「
農
村
と
の
関
わ

り
を
持
つ
者
の
増
加
に
資
す
る
産
業
の
振

興
」
を
明
記
し
た
。

44
条
に
は
、
水
路
の
泥
上
げ
や
施
設
の

点
検
と
い
っ
た
農
地
を
保
全
す
る
た
め
の

共
同
活
動
の
促
進
を
記
述
。
農
村
の
関
係

人
口
の
増
加
に
向
け
て
は
、
地
域
の
資
源

を
活
用
し
た
事
業
活
動
を
進
め
る
こ
と
を

盛
り
込
ん
だ
（
45
条
）。
具
体
的
に
は
、

地
域
資
源
を
活
か
し
た
観
光
商
品
や
、
産

業
づ
く
り
を
後
押
し
す
る
。

障
害
者
ら
が
農
業
の
現
場
で
活
躍
す

る
「
農
福
連
携
」
は
46
条
に
新
設
。
障
害

者
や
生
活
困
窮
者
ら
の
就
業
機
会
の
増
大

と
地
域
の
農
業
振
興
に
向
け
、「
必
要
な

施
策
を
講
じ
る
」
と
し
た
。
農
福
連
携
に

取
り
組
む
就
労
施
設
や
企
業
な
ど
は
、
22

年
度
実
績
で
６
３
４
３
件
。
新
た
な
推
進

ビ
ジ
ョ
ン
で
は
、
30
年
度
ま
で
に
取
組
主

体
を
「
１
万
２
０
０
０
以
上
」
に
拡
大
さ

せ
る
目
標
を
掲
げ
る
。
取
組
主
体
が
集

ま
っ
た
地
域
協
議
会
に
参
加
す
る
市
町
村

は
「
２
０
０
以
上
」
を
目
指
す
。

中
山
間
地
域
の
振
興
で
は
「
地
域
社
会

の
維
持
に
資
す
る
生
活
の
利
便
性
の
確

保
」（
47
条
）
を
新
た
に
盛
り
込
ん
だ
。

農
地
保
全
や
農
業
生
産
、
生
活
支
援
を
行

う
「
農
村
型
地
域
運
営
組
織
（
農
村
Ｒ
Ｍ

Ｏ
）」
の
活
動
を
強
化
す
る
。

48
条
に
は
、「
鳥
獣
害
対
策
」
を
新
設
。

農
水
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
22
年
度
の
野

生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
額
は
１
５
６

億
円
で
、
こ
の
う
ち
シ
カ
が
65
億
円
、
イ

ノ
シ
シ
が
36
億
円
で
、
シ
カ
と
イ
ノ
シ
シ

を
合
わ
せ
る
と
全
体
の
約
65
％
を
占
め
た
。

鳥
獣
の
捕
獲
や
侵
入
防
止
対
策
な
ど
の
効

果
を
高
め
、
捕
獲
し
た
野
生
鳥
獣
の
食
肉

「
ジ
ビ
エ
」
と
し
て
の
利
用
を
進
め
る
。

「
都
市
と
農
村
の
交
流
」（
49
条
）
で
は
、

農
山
漁
村
に
宿
泊
し
食
事
や
体
験
を
楽
し

む
「
農
泊
」
や
、
二
地
域
居
住
が
で
き
る

環
境
整
備
を
新
た
に
位
置
づ
け
た
。

（
時
事
通
信
社　

内
政
部　

杉
本
早
紀
）

お電話の際には、車検証をお手元にご用意ください

●「車両共済（保険)制度」は、全国町村職員生活協同組合と損害保険ジャパン株式会社とが集団扱契約を締結し、実施しているものです。
●集団扱としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が損保ジャパンの定める条件を満たす場合のみとなります。
　このご案内は概要を説明したものです。詳細については、取扱代理店（千里）までお問い合わせください。

●お見積りのご請求・お申込み・お問い合わせなどは、下記までご連絡ください●

〈車両保険引受保険会社〉損害保険ジャパン株式会社

03-3519-73250120-731-087
（受付時間：祝日、年末年始を除く月～金　午前９時30分～午後５時）

FAXTEL

株式会社　千 里（取扱代理店）
〒100-0014  東京都千代田区永田町1-11-32  全国町村会館西館内
●ホームページアドレス　https://www.chisato-ag.co.jp/

車両共済（保険）のご案内車両共済（保険）のご案内
この車両共済（保険）は、町村生協の自動車共済で補償する対人賠償、対物賠償、限定
搭乗者傷害等に加え「ご自身のおクルマの補償（車両保険）」を追加する制度です。
お車が衝突した場合や台風 ・ いたずら ・ 盗難など偶然な事故で損害を被ったときに、
共済（保険）金をお支払いします。

SJ23-05507（2023.8.1作成）
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今
般
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
第
27
条
第
２

項
に
も
と
づ
く
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価

指
針
（
平
成
26
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委

員
会
告
示
第
４
号
。
以
下
「
保
護
評
価
指

針
」
と
い
う
。）
の
再
検
討
を
行
い
、
保

護
評
価
指
針
及
び
特
定
個
人
情
報
保
護
評

価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
26
年
特
定
個
人

情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
１
号
。以
下「
保

護
評
価
規
則
」
と
い
う
。）
を
改
正
し
ま

し
た
（
図
１
参
照
）。

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
に
つ
い
て

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
に
つ
い
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
デ
ジ
タ
ル
社

会
の
基
盤
と
し
て
、
国
民
の
利
便
性
向
上

と
行
政
の
効
率
化
を
併
せ
て
進
め
、
よ
り

公
平
・
公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の

イ
ン
フ
ラ
で
す
。

個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
個
人

情
報
保
護
法
等
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
お
い
て
は
、

こ
れ
に
加
え
て
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会

に
よ
る
監
視
・
監
督
な
ど
の
制
度
上
の
保

護
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
特
定
個
人

情
報
の
提
供
に
は
原
則
と
し
て
情
報
提
供

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
な

ど
シ
ス
テ
ム
上
の
安
全
措
置
を
講
ず
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
（
以
下
「
保

護
評
価
」
と
い
う
。）
は
、
こ
の
よ
う
な

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
枠
組
み
の
も
と
で

の
制
度
上
の
保
護
措
置
の
１
つ
で
あ
り
、

特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
の
事
態
の
発

生
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、
個
人
番
号
を

利
用
等
す
る
行
政
機
関
等
が
、
事
務
を
実

施
す
る
前
に
総
合
的
な
リ
ス
ク
対
策
を
自

ら
評
価
し
公
表
す
る
制
度
で
す
。

主
な
改
正
内
容
に
つ
い
て

主
な
改
正
内
容
に
つ
い
て

⑴�

基
礎
項
目
評
価
書
様
式
の
改
正
に
つ

い
て

２
０
２
３
年
度
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
及
び

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
国
民
が
不
安
を
抱
く

き
っ
か
け
に
な
り
得
る
事
案
が
発
覚
し
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
保
護
評
価
制
度
に
お
い

て
リ
ス
ク
対
策
を
一
層
強
化
す
る
た
め
、

保
護
評
価
書
を
公
表
す
る
全
て
の
評
価
実

施
機
関
が
使
用
す
る
様
式
で
あ
る
、
基
礎

項
目
評
価
書
の
様
式
を
改
正
し
ま
し
た

（
図
２
及
び
図
３
参
照
）。
こ
れ
ま
で
、
基

礎
項
目
評
価
書
の
記
載
項
目
は
、
各
リ
ス

ク
対
策
に
つ
い
て
、「
特
に
力
を
入
れ
て

い
る
」、「
十
分
で
あ
る
」、「
課
題
が
残
さ

れ
て
い
る
」
等
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
己
評
価
す
る
内
容
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
今
後
は
、
新

た
に
追
加
し
た
２
項
目
に
つ
い
て
、
特
定

個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
に
講
じ
て
い
る

具
体
的
措
置
を
「
判
断
の
根
拠
」
欄
に
自

由
記
述
式
で
記
載
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す

（
記
載
内
容
の
例
は
図
３
参
照
）。

基
礎
項
目
評
価
書
の
様
式
改
正
の
規

定
は
、
２
０
２
４
年
10
月
１
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
す
が
、
評
価
実
施
機
関
の
事
務
負

担
に
配
慮
し
つ
つ
十
分
な
検
討
を
経
た
評

価
の
実
施
を
可
能
と
す
る
た
め
、
２
０
２

６
年
３
月
31
日
ま
で
の
経
過
措
置
期
間
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
保
護
評
価
書
を
公

表
し
て
い
る
全
て
の
評
価
実
施
機
関
は
、

経
過
措
置
期
間
終
了
ま
で
の
間
に
新
様
式

を
用
い
た
保
護
評
価
書
を
再
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
（
図
４
参
照
）。
努
力
義

務
で
あ
る
保
護
評
価
書
の
１
年
ご
と
の
見

直
し
や
、
地
方
公
共
団
体
の
基
幹
業
務
シ

ス
テ
ム
の
統
一
・
標
準
化
（
２
０
２
５
年

度
末
ま
で
に
実
施
）
に
係
る
見
直
し
と
併

せ
て
、計
画
的
な
移
行
を
お
願
い
し
ま
す
。

新
様
式
へ
の
移
行
に
際
し
て
は
、
２
０
２

４
年
４
月
の
改
正
で
個
人
情
報
保
護
委
員

会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
資
料
で
あ
る
「
特

定
個
人
情
報
保
護
評
価
指
針
の
解
説
（
平

成
26
年
４
月
20
日
個
人
情
報
保
護
委
員

会
。
以
下
「
指
針
の
解
説
」
と
い
う
。

U
R
L

：h
ttp
s://w

w
w
.p
p
c.g
o
.jp
/

files/pdf/kaisetsu_shishin.pdf

）

に
新
た
に
掲
載
し
た
、
基
礎
項
目
評
価
書

中
「
Ⅳ　

リ
ス
ク
対
策
」
に
お
い
て
「『
2

十
分
で
あ
る
』
等
を
選
択
で
き
る
水
準
」

も
参
考
に
当
該
評
価
の
見
直
し
を
お
願
い

し
ま
す
。

⑵�

保
護
評
価
規
則
第
９
条
第
２
項
（
緊
急

時
の
事
後
評
価
）
の
適
用
及
び
実
施
時

期
の
明
確
化

保
護
評
価
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
を
保
有
す
る
前
等
に
行
う
こ
と
（
以
下

「
事
前
評
価
」
と
い
う
。）
を
原
則
と
し
て

い
ま
す
が
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
由
に
よ
り
緊
急
に
特
定
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
を
保
有
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、

保
護
評
価
規
則
第
９
条
第
２
項
に
基
づ

は
じ
め
に

は
じ
め
に

政　策
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▲

図
１

【図１】特定個人情報保護評価指針の３年ごとの再検討による主な改正事項

⑴ リスク対策の強化に係る改正

① 漏えい等が発生した特定個人情報に係る本人の数が少人数であっても、その内
容が国民の不安を招く事案については、より詳細な評価書種別による評価の再実施
を求めることとするため、「特定個人情報に関する重大事故」について、漏えい等報
告における報告対象事態に該当するもの（※１）として定義を変更。
※１ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条

の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則

（平成27年特定個人情報保護委員会規則第５号）第２条各号に掲げるいずれかの事態

※２ 配送事故等のうち評価実施機関の責めに帰さない事由による事態は、対象から除外す

る。また、当該事態に係る本人の数には、従前のとおり当該評価実施機関の従業者の数

を含まない。

① 次の２点について、保護評価規則第９条第２項の解釈を明確化。
・ 一定の緊急性がある場合であっても、既に個人番号利用事務等として定着して
いる事務を実施する場合は、原則どおり事前評価を実施するべきであること。

・ 事前評価が困難である場合についても、評価を行うことが困難であった状態が解
消された時点などの適切な時期において、可及的速やかに評価を実施すべきであ
ること。

② 緊急時の事後評価を適用し、提出又は公示した評価書については、その旨及び
その理由を記載するよう基礎項目評価書の様式を改正。

① マイナンバー制度全体のリスク対策の底上げを促すとともに、人為的ミスに関する対策を強化するため、基礎項目評価書の様式を改正。
・ 「Ⅳ リスク対策」に、「８.人手を介在させる作業」及び「11.最も優先度が高いと考えられる対策」の記載項目を追加（選択肢及び自由記述欄）。
・ 「Ⅳ リスク対策」の主な措置の実施状況の評価について、「１）特に力を入れている」、「２）十分である」を選択できる具体的な水準を提示（※）。
※ 特定個人情報保護評価指針の解説（平成26年４月20日個人情報保護委員会：令和６年●月●日最終改正）において掲載。

ア 「特定個人情報に関する重大事故」等の定義変更

イ 「緊急時の事後評価」の適用及び実施時期の明確化

ウ 基礎項目評価の実効性強化・人為的ミスに関するリスク対策強化

⑵ 評価実施機関等の事務負担軽減

① 全項目評価を実施する際の、国民又は住民等に対する意見聴取について、
インターネットを利用した方法によることも可能である旨を明確化（※）。
※ 従来より、インターネットを利用した方法により意見聴取を行うことは可能。

※ 他に効率性や周知性の高い手段がある場合には、「その他の適切な方法」に該当

するものとして、インターネットを利用しない方法で意見聴取を行うことも可能。

国民・住民等への意見聴取の方法の明確化

⑶ その他

① 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を踏まえ、リスク対策の
見直しが必要となること等について、「特定個人情報保護評価指針の解説」
において保護評価に係る留意点等の説明を追加。

ア システム標準化に向けた保護評価に係る留意点

令和６年４月１日（ただし、基礎項目評価書の改正規定（⑴イ②、⑴ウ※）については、令和６年10月１日施行）。
※ ⑴ウについては、施行日から起算して１年６月を経過するまでの間、旧様式を公表し続けることができる経過措置が設けられている。

① 保護評価書の提出、公表処理について、より簡便な手順となるよう保護評
価システムの改修を実施予定。

② 保護評価書の作成に当たって、編集・印刷等の作業がより容易になるよう、
様式を改善。

イ システム等の改善による作業負担軽減等

施行日

【図２】基礎項目評価書の新様式への移行について①

○ 令和５年度の特定個人情報保護評価指針の３年ごとの再検討による基礎項目評価書の改正事項は、次のとおり。
※ なお、基礎項目評価書の記載内容の変更は、「「重重要要なな変変更更」」にに当当たたららずず、、「「修修正正」」ととししてて対対応応可可能能。

○ この他、マイナンバーガイドラインの参照箇所等（※）のリスク評価の参考となる情報をポップアップ形式で表示させる
機能を追加。

※ 「Ⅳ リスク対策」の主な措置の実施状況の評価について、「２）十分である」を選択できる具体的な水準も表示。

［ ］

＜選択肢＞
1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策
2）目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスクへの対策
3）権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策
4）委託先における不正な使用等のリスクへの対策

6）情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策
7）情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策
8）特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策
9）従業者に対する教育・啓発

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

最も優先度が高いと考えられ
る対策

（自由記述）

当該対策は十分か【再掲】  [ 十分である ]

判断の根拠

1111．．最最もも優優先先度度がが高高いいとと考考ええらられれるる対対策策 ［［ ］］全全項項目目評評価価又又はは重重点点項項目目評評価価をを実実施施すするる

5）不正な提供・移転が行われるリスクへの対策（委託や情報提供ネットワークシステム
　を通じた提供を除く。）

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

（自由記述）

］］人人手手をを介介在在ささせせるる作作業業ははなないい

人為的ミスが発生するリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

判断の根拠

  ８８．．人人手手をを介介在在ささせせるる作作業業 ［［

適用した理由

  ９９．．規規則則第第９９条条第第２２項項のの適適用用 ［［ ］］適適用用ししたた

○ 災害その他やむを得ない事由により、保護評価規則第
９条第２項の規定（緊急時の事後評価）を適用し、
特定個人情報ファイルを保有した後又は特定個人情報
ファイルに重要な変更を加えた後に保護評価を実施した
場合には、その旨及び適用した理由を記載するものとす
る。

○ 緊急時の事後評価を適用した後、原則どおり特定個
人情報ファイルに重要な変更を加える前に再実施（事前
評価）した場合は、当該項目のチェックを外し、「適用した
理由」を空欄に戻すものとする。

「緊急時の事後評価」の適用及び実施時期の明確化

○ 人手を介在させる作業がある事務において、人為的ミ
スが発生するリスクへの対策の措置状況及びその判断の
根拠を自由記述形式で記入するものとする。

○ 最も優先度が高いと考えられる対策を、「Ⅳ リスク対
策」の項目から選択し、当該リスク対策の措置状況の評
価に係る判断の根拠（「１）特に力を入れている」、
「２）十分である」、「３）課題が残されている」を判断し
た根拠）を自由記述形式で記入するものとする。

○ 「判断の根拠」欄について、保護評価指針の解説内に
自由記述に係る記載例を示しているため、適宜参照され
たい。

リスク対策水準の底上げ・人為的ミス対策の強化

▲

図
２
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【図３】基礎項目評価書の新様式への移行について②

○ 新様式への円滑な移行に向けた支援のため、特定個人情報保護評価指針の解説において、基礎項目評価書中「Ⅳ
リスク対策」の各項目について、「判断の根拠」（自由記述）の記載例を掲載している。

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

（自由記述）

］］人人手手をを介介在在ささせせるる作作業業ははなないい

人為的ミスが発生するリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

判断の根拠

  ８８．．人人手手をを介介在在ささせせるる作作業業 ［［

リスク対策 記載例

人為的ミスが発生する
リスクへの対策は十分か

例①    マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインに従い、マイナンバー登録や副本登録の
際には、本人からのマイナンバー取得の徹底や、住基ネット照会を行う際には４情報又は住所を含む３情報による照会を行うこ
とを厳守している。また、●●事務では、上記のほか、下記の局面で特定個人情報の取扱いに関して手作業が介在するが、い
ずれの局面においても複数人での確認を行うようにしており、人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分であると考えられる。

・ 申請書に記載された個人番号及び本人情報のデータベースへの入力
・ 特定個人情報の記載がある申請書等（USBメモリを含む。）の保管
・ 個人番号及び本人情報が記載された申請書の廃棄  等

例②   マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインに従い、マイナンバー登録や副本登録の
際には、本人からのマイナンバー取得の徹底や、住基ネット照会を行う際には４情報又は住所を含む３情報による照会を行うこ
とを厳守している。また、必ず複数人での確認を行った上で●●（上長）の最終確認を経ることとしている。

また、人手が介在する局面ごとに、人為的ミスが発生するリスクに対し、例えば次のような対策を講じている。
・ 人為的ミスを防止する対策を盛り込んだ事務処理手順をマニュアル化し、事務取扱担当者間で共有する。
・ 特定個人情報を受け渡す際（USBメモリを使用する場合を含む。）は、事前に、暗号化、パスワードによる保護、確実なマス

キング処理等を行うとともに、これらの対策を確実に実施したことの確認を複数人で行う。
・ マイナンバー入りの書類を郵送等する際は、宛先に間違いがないか、関係のない者の特定個人情報が含まれていないか

など、ダブルチェックを行う。
・ 特定個人情報を含む書類やUSBメモリは、施錠できる書棚等に保管することを徹底する。
・ 廃棄書類に特定個人情報が含まれていないか、ダブルチェックを行う。
これらの対策を講じていることから、人為的ミスが発生するリスクへの対策は「十分である」と考えられる。

例③     （例②の内容に加え、）年に一度、業務プロセス全体について、漏えい等のリスクを軽減させるための仕組みを検討することと
しており、令和●年度は、オンライン申請受付の導入を決定した（これにより、手作業が介在する申請数が減少することが期待
される）。これらの対策を講じていることから、人為的ミスが発生するリスクへの対策は「特に力を入れている」と考えられる。

【例】8.人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分か

▲

図
３

【図４】基礎項目評価書の新様式への移行について③

経過措置の終了
令和８年３月31日

新様式の施行
令和６年10月１日

〔
現
行
様
式 

〕

〔
新
様
式 

〕

○ 以後、現行様式での基礎
項目評価書の提出は不可。
○ 新様式のみ提出することが
可能。

新様式の施行

経過措置期間（１年６月）

○ 経過措置が終了する令和８年３月31日までに
全ての評価実施機関が、

全ての公表している基礎項目評価書（※）を、
新様式で再提出していただくことが必要。
○ 新様式への移行に係る基礎項目評価書の記載
内容の変更は、「重要な変更」には当たらず、「修正」
として対応可能。
○ 既に公表されている現行様式の記載内容を、
新様式に転記するツール（マクロ）を配布予定。
（時期未定）

新様式への移行

新様式の施行前に、
評価実施機関の内部決裁用の
「新様式の写し」（＊）を、
個別の要望に応じて配布

＊「新様式の写し」は、新様式施行日以降も
提出することは、システム上不可能。

【公表】

【提出】

【提出・公表】

※ 保護評価指針第５の５（評価実施機関は、事務の実施をやめるなどした日から少なくとも３年間、評価書を公表しておくこととされてい
る）の規定に基づき公表している評価書については、経過措置期間終了後も含め、新様式での再提出を行う必要はありません。

＞＞
▲

図
４
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き
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
し

た
後
等
に
速
や
か
に
保
護
評
価
を
実
施
す

る
こ
と
（
以
下
「
事
後
評
価
」
と
い
う
。）

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
特
定
公
的
給
付
の
支
給
事

務
に
つ
い
て
は
、
公
金
受
取
口
座
登
録
法

に
お
け
る
規
定
の
趣
旨
に
鑑
み
迅
速
に
支

給
す
べ
き
給
付
金
で
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま

え
、
緊
急
時
の
事
後
評
価
の
適
用
対
象
に

な
り
得
る
と
整
理
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

昨
今
、
既
に
指
定
済
み
の
給
付
と
財
源
等

が
異
な
る
も
の
の
対
象
者
や
事
務
の
プ
ロ

セ
ス
等
が
類
似
す
る
給
付
が
指
定
さ
れ
る

例
も
あ
り
ま
し
た
（
例
：
低
所
得
世
帯
へ

の
給
付
金
、
子
育
て
世
帯
へ
の
給
付
金
、

出
産
・
子
育
て
応
援
給
付
金
等
）。
こ
う

し
た
事
務
は
、
類
似
す
る
事
務
を
実
施
し

た
実
績
が
全
く
な
い
事
務
と
比
較
し
て
事

前
評
価
の
困
難
度
が
低
い
こ
と
か
ら
、
一

定
の
緊
急
性
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

原
則
ど
お
り
事
前
評
価
を
行
う
必
要
が
あ

る
も
の
と
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
著
し
い

緊
急
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
な
ど
に
は
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
同
項
の
適
用
対
象
と
な

り
得
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
事
前
評
価
が
困
難
で
あ
る

場
合
に
つ
い
て
も
、
保
護
評
価
指
針
に
そ

の
実
施
時
期
（
保
護
評
価
の
実
施
が
困
難

で
あ
っ
た
状
態
が
解
消
さ
れ
た
時
点
な
ど

の
適
切
な
時
期
に
お
い
て
、
可
及
的
速
や

か
に
実
施
す
る
こ
と
）
を
明
記
す
る
と
と

も
に
、
基
礎
項
目
評
価
書
の
様
式
を
改

正
し
、
同
項
を
適
用
し
た
保
護
評
価
書

に
つ
い
て
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記

載
す
る
欄
の
追
加
を
行
っ
て
い
ま
す
（
図

２
参
照
）。

⑶�

地
方
公
共
団
体
の
基
幹
業
務
シ
ス
テ
ム

の
統
一
・
標
準
化
に
向
け
た
対
応

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標

準
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
３
年
法
律
第

40
号
）
で
は
、
政
令
で
定
め
る
事
務
に
つ

い
て
標
準
化
基
準
に
適
合
し
た
シ
ス
テ
ム

（
以
下
「
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。）

を
利
用
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
と
と
も

に
、
地
方
公
共
団
体
に
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ

ウ
ド
を
活
用
し
て
、
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム

を
利
用
す
る
こ
と
を
努
力
義
務
と
し
て
規

定
し
て
い
ま
す
。
２
０
２
４
年
４
月
の
指

針
の
解
説
の
改
正
に
お
い
て
は
、
ガ
バ
メ

ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
へ
の
移
行
（
以
下
「
リ
フ

ト
」
と
い
う
。）
や
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム

へ
の
移
行
（
以
下
「
シ
フ
ト
」
と
い
う
。）

に
つ
い
て
保
護
評
価
の
再
実
施
が
必
要
で

あ
る
こ
と
や
、
移
行
に
伴
っ
て
生
じ
る
保

護
評
価
書
上
の
影
響
箇
所
の
例
を
新
た
に

掲
載
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
内
容

の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
（
※
１
）。

※�

１　

詳
細
は
、
指
針
の
解
説
Ｑ
他
―
２

（U
R
L

：https://w
w
w
.ppc.go.jp/�

files/pdf/kaisetsu_shishin.pdf
）

を
参
照
。

①�

標
準
化
に
係
る
保
護
評
価
の
再
実
施
に

つ
い
て

【
重
点
項
目
評
価
書
ま
た
は
全
項
目
評
価

書
】シ

ス
テ
ム
改
修
等
に
伴
っ
て
特
定
個

人
情
報
に
関
す
る
機
能
の
改
修
等
を
行
う

場
合
は
、
保
護
評
価
の
再
実
施
ま
た
は
修

正
が
必
要
で
す
。シ
フ
ト
に
あ
た
っ
て
は
、

シ
ス
テ
ム
を
全
面
的
に
入
れ
替
え
る
ケ
ー

ス
や
、
事
務
手
続
を
大
き
く
変
更
す
る

ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
重
点
項
目

評
価
書
や
全
項
目
評
価
書
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
修
正
で
は
な
く
再
実
施
が
必

要
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に

お
い
て
リ
フ
ト
を
行
う
業
務
シ
ス
テ
ム
に

つ
い
て
は
、
特
に
保
護
評
価
を
再
実
施
す

る
必
要
性
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た

め
注
意
が
必
要
で
す
。
こ
れ
は
、
リ
フ
ト

に
お
い
て
は
、ク
ラ
ウ
ド
事
業
者
が
保
有
・

管
理
す
る
環
境
に
サ
ー
バ
ー
等
が
設
置
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
特
定
個
人
情
報
の
保
管

場
所
に
変
更
が
生
じ
る
場
合
な
ど
、
改
め

て
リ
ス
ク
を
識
別
・
評
価
し
、
新
た
に
講

じ
る
リ
ス
ク
対
策
を
保
護
評
価
書
に
記
載

す
る
必
要
が
あ
る
た
め
で
す
。

【
基
礎
項
目
評
価
書
】

基
礎
項
目
評
価
書
に
は
、
重
点
項
目
評

価
書
や
全
項
目
評
価
書
に
あ
る
よ
う
な
、

特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
取
り
扱
う
シ

ス
テ
ム
の
詳
細
や
、
特
定
個
人
情
報
の
種

類
・
入
手
方
法
・
提
供
方
法
の
詳
細
等
に

つ
い
て
記
載
す
る
項
目
は
な
い
も
の
の
、

シ
フ
ト
に
当
た
っ
て
生
じ
る
変
更
、
例

え
ば
、
特
定
個
人
情
報
の
保
管
場
所
の

変
更
な
ど
を
踏
ま
え
て
リ
ス
ク
対
策
を

見
直
し
た
結
果
、
基
礎
項
目
評
価
書
の

「
Ⅳ
リ
ス
ク
対
策
」
に
お
け
る
評
価
を
修

正
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

②
再
実
施
等
の
時
期
に
つ
い
て

総
務
省
が
示
し
て
い
る
モ
デ
ル
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
例
を
踏
ま
え
る
と
、
大
多
数
の

団
体
が
２
０
２
４
年
度
中
に
保
護
評
価
を

実
施
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
具
体
的
な
実
施
時
期
は
次
の
と
お

り
で
す
。

リ
フ
ト
と
シ
フ
ト
を
同
時
期
に
実
施

す
る
場
合
は
、
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
へ

の
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
含
む
副
本

デ
ー
タ
を
ク
ラ
ウ
ド
に
移
行
す
る
時
点
ま

た
は
シ
ス
テ
ム
等
を
稼
働
さ
せ
る
サ
ー

バ
ー
等
へ
の
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
を
適
用
す

る
時
点
の
い
ず
れ
か
早
い
方
が
、
特
定
個

人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
重
要
な
変
更
を
加
え

る
最
初
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
作
業
工
程
に
応
じ
て
対
応
し

て
く
だ
さ
い
。

リ
フ
ト
の
時
期
と
シ
フ
ト
の
時
期
が

異
な
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
早
い

方
の
移
行
を
行
う
前
（
※
２
）
ま
で
に
対

応
す
る
前
提
で
あ
れ
ば
、
両
方
の
移
行
内

容
を
踏
ま
え
た
保
護
評
価
を
ま
と
め
て
実

施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
リ
フ
ト
ま
た

は
シ
フ
ト
の
い
ず
れ
か
早
い
方
の
移
行
を

行
う
時
点
で
い
ず
れ
か
の
移
行
の
概
要
が

未
定
で
あ
る
場
合
等
に
は
、
内
容
が
判
明

し
た
時
点
で
再
実
施
等
を
行
う
こ
と
と
な

る
た
め
、２
度
の
対
応
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※�

２　

リ
フ
ト
ま
た
は
シ
フ
ト
そ
れ
ぞ
れ

に
係
る
実
施
時
期
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

・�

リ
フ
ト
に
係
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
特

定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
含
む
副
本

デ
ー
タ
を
ク
ラ
ウ
ド
に
移
行
す
る
ま
で

に
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。
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個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局

保
護
評
価
担
当

メ
ー
ル
：system

-pia@
ppc.go.jp

電
話
：
０
３

－

６
４
５
７

－

９
７
６
８

・�

シ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
等
を

稼
働
さ
せ
る
サ
ー
バ
ー
等
へ
の
パ
ラ

メ
ー
タ
設
定
等
の
適
用
を
実
施
す
る
前

ま
で
に
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。

⑷�
「
特
定
個
人
情
報
に
関
す
る
重
大
事
故
」

等
の
定
義
の
変
更

特
定
個
人
情
報
に
関
す
る
漏
え
い
等

事
案
が
発
生
し
た
場
合
、
ま
ず
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
法
上
の
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実

施
者
の
義
務
で
あ
る
、
個
人
情
報
保
護
委

員
会
へ
の
漏
え
い
等
報
告
及
び
本
人
通
知

を
行
い
、
そ
の
後
、
保
護
評
価
の
再
検
討

を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、

漏
え
い
等
報
告
対
象
事
態
と
保
護
評
価
の

再
検
討
を
求
め
る
し
き
い
値
判
断
の
仕
組

み
に
お
け
る
重
大
事
故
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

制
度
・
仕
組
み
の
趣
旨
も
踏
ま
え
、
異
な

る
定
義
を
用
い
て
き
ま
し
た
（
※
３
）。

※�

３　

漏
え
い
等
報
告
は
委
員
会
に
よ
る

監
督
権
限
の
端
緒
と
な
る
こ
と
か
ら
幅

広
く
報
告
を
求
め
て
い
る
（
※
４
）
一
方

で
、
重
大
事
故
に
つ
い
て
は
、
保
護
評
価

制
度
を
必
要
性
に
応
じ
た
メ
リ
ハ
リ
の

あ
る
仕
組
み
と
す
る
た
め
、
特
に
国
民
の

懸
念
の
強
い
事
案
を
対
象
と
し
て
い
る
。

※�

４　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
第
29
条
の
4
第
1
項
及
び

第
２
項
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
漏

え
い
等
に
関
す
る
報
告
等
に
関
す
る
規

則
（
平
成
27
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委

員
会
規
則
第
５
号
）
第
２
条
各
号
に
掲

げ
る
い
ず
れ
か
の
事
態
が
漏
え
い
等
報

告
の
対
象
と
な
る
。

今
般
、
シ
ス
テ
ム
に
起
因
す
る
漏
え
い

な
ど
そ
の
内
容
が
国
民
の
不
安
を
招
く
事

案
に
つ
い
て
は
、
漏
え
い
等
が
発
生
し
た

特
定
個
人
情
報
に
係
る
本
人
の
数
が
少
数

で
あ
っ
て
も
、
よ
り
詳
細
な
保
護
評
価
の

再
実
施
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
た
め
、「
特

定
個
人
情
報
に
関
す
る
重
大
事
故
」
の
定

義
を
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
報
告
対

象
事
態
に
合
わ
せ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
重

大
事
故
は
、
基
本
的
に
１
０
１
人
以
上
の

漏
え
い
等
事
案
が
対
象
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
、
情
報
シ
ス
テ
ム
に
起
因
す
る
漏
え
い

や
不
特
定
多
数
の
者
に
よ
る
閲
覧
な
ど
に

つ
い
て
は
漏
え
い
等
が
発
生
し
た
特
定
個

人
情
報
に
係
る
本
人
の
数
が
１
名
で
も
重

大
事
故
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
重
大

事
故
の
対
象
と
な
る
事
態
が
拡
大
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
（
図
５
参
照
）。

お
わ
り
に

お
わ
り
に

個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
お
い
て
は
、

評
価
実
施
機
関
等
か
ら
の
問
合
せ
に
随
時

対
応
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
不
明
点
が
あ

れ
ば
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

【図５】 特定個人情報に関する重大事故

＜特定個人情報に関する漏えい等報告の報告対象事態＞
※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条の４第１項及び第２項に基づく

特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第２条各号のいずれかに該当する事態。

第１号
情報提供NWS等

第２号
不正の目的

第３号
不特定多数の者に閲覧

第４号
百人超

人
数
※１

１人以上 101人以上

対
象
事
態
※２

漏えい・滅失・毀損 漏えい・滅失・毀損
不正利用・提供

不特定多数の者に閲覧 漏えい・滅失・毀損
番号法の規定に反する利
用・提供

発生したおそれがある
事態を含む

発生したおそれがある
事態を含む

閲覧されるおそれがある
事態を含む

発生したおそれがある
事態を含む

情
報 特定個人情報（高度な暗号化等の措置を講じたものを除く。）

＜特定個人情報に関する重大事故＞
特定個人情報に関する漏えい等報告の報告対象事態のうち、次の２点については、「特定個人情報に関
する重大事故」に適用しないこととしている。
※１． 漏えい等が発生した特定個人情報に係る本人の数について、「重大事故」が「特に国民の懸念が

強いものを捕捉するべく規定されている」ことに鑑み、「当該評価実施機関の従業者数」を除いている。
※２． 「配送事故等のうち評価実施機関等の責めに帰さない事由によるもの」については、（ワンランク

上の評価書種別で再実施を行うとしても、）リスク対策等を見直すことは難しいことから、定義から除いて
いる。

▲

図
５
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コ
ロ
坊

コ
ロ
坊

町 村 週 報8　令和0年0月0日 （第三種郵便物認可） 第0000号

ご当地自慢のおいしいものや伝統行事を身にまとい、
体を張ってPRしているご当地キャラたちを紹介するコーナーです。
今回は、東ブロック（北海道・東北・関東）からピックアップ。

特産品だけじゃない！
文化・歴史を身にまとって観光大使 !!

　「
げ
ん
き
君
」
は
、
白
子
町
の
町
制
施
行
40

周
年
記
念
事
業
の
一
環
で
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を

一
般
公
募
し
、
多
数
の
応
募
作
品
の
中
か
ら
選

ば
れ
ま
し
た
。
同
記
念
行
事
内
で
、
平
成
7

年
（
1
9
9
5
年
）
2
月
11
日
に
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
発
表
、
同
時
に
着
ぐ
る
み
も
お
披
露

目
と
な
り
ま
し
た
。
体
は
太
陽
と
情
熱
の

「
赤
」、
髪
の
毛
は
「
九
十
九
里
浜
の
大
波
」、

足
の
緑
と
黄
色
は
「
黒
松
」
と
「
ヒ
マ
ワ
リ
」

を
表
し
て
い
ま
す
。
町
内
の
農
産
物
直
売
所

「
げ
ん
き
の
里
ひ
ま
わ
り
」
の
シ
ン
ボ
ル
に

な
っ
て
い
る
な
ど
、
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る

「
げ
ん
き
君
」。
笑
顔
や
笑
い
声
が
い
っ
ぱ
い

あ
る
と
こ
ろ
が
大
好
き
な
の
で
、
町
内
の
お

祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
を
中
心
に
、
あ
ら
ゆ
る
場

で
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
に
出
没
し
ま
す
。
こ

れ
か
ら
も
、
大
好
き
な
白
子
町
の
子
ど
も
た

ち
の
未
来
の
た
め
に
、
そ
し
て
、
白
子
町
を

盛
り
上
げ
る
た
め
に
、
町
の
P
R
活
動
に
積

極
的
に
関
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　
寒
川
町
を
盛
り
上
げ
る
新
し
い
名
物
グ
ル

メ
を
生
み
出
す
た
め
、
平
成
22
年
（
2
0
1
0

年
）
に
「
さ
む
か
わ
B
ー

1
バ
ト
ル
」
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
グ
ラ
ン
プ
リ
に
輝
い
た

「
寒
川
棒
コ
ロ
ッ
ケ
」が
、愛
称
公
募
に
よ
り「
さ

む
か
わ
棒
コ
ロ
」
と
な
り
、
同
年
6
月
1
日

に「
さ
む
か
わ
棒
コ
ロ
応
援
団
長
」と
し
て「
コ

ロ
坊
」
が
誕
生
。
も
ち
ろ
ん
モ
チ
ー
フ
と
な
っ

て
い
る
の
は
「
さ
む
か
わ
棒
コ
ロ
」
で
す
。
ど

こ
と
な
く
「
さ
む
か
わ
棒
コ
ロ
」
の
開
発
者
の

面
影
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
さ
む
か

わ
棒
コ
ロ
」
の
販
売
専
門
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
「
棒

コ
ロ
c
a
r
」
が
出
動
す
る
時
は
も
ち
ろ
ん
、

寒
川
町
主
催
の
各
種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
も
顔

を
出
す
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
か
。
出
逢
え
た

ら
ハ
ッ
ピ
ー
！
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
レ
ア
度
高

め
な
の
で
す
が
、「
コ
ロ
坊
」
は
世
界
中
の
人

に
揚
げ
た
て
熱
々
の
「
さ
む
か
わ
棒
コ
ロ
」
を

食
べ
て
も
ら
い
、
美
味
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
う

た
め
、
こ
れ
か
ら
も
活
動
を
続
け
ま
す
。

1
9
9
5
年
2
月
11
日
生
ま
れ
。
好
奇
心
旺
盛
で
い
つ
で
も
元
気

い
っ
ぱ
い
。
子
ど
も
た
ち
と
遊
ぶ
の
が
大
好
き
。
特
技
は
、
玉
ね

ぎ
の
掘
り
取
り
。
趣
味
は
、
テ
ニ
ス
と
自
然
を
楽
し
む
こ
と
。
好

物
は
、「
白
子
流
ブ
イ
ヤ
ベ
ー
ス
」
と
玉
ね
ぎ
料
理
全
般
。

誕
生
日
年
齢
は
不
明
。
楽
天
家
で
破
天
荒
な
妖
精
。
人
差
し
指

を
立
て
た
ポ
ー
ズ
“
コ
ロ
ポ
ー
ズ
”
と
ゆ
る
～
い
ダ
ン
ス
が
得

意
。
歌
い
な
が
ら
揚
げ
物
を
揚
げ
る
の
が
趣
味
ら
し
い
が
、
目

撃
証
言
は
少
な
い
。
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
や
ケ
ン
カ
が
嫌
い
。

2014年7月27日生まれ。性別は不明。何か
事変が起こりそうになると、汗をかいて人々
に知らせる特技を持つ。好物は村特産品の
トマト。

　
中
島
村
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
ふ
る
さ
と

へ
の
愛
着
を
育
み
、
村
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

や
地
域
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
平
成

26
年
（
2
0
1
4
年
）
に
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
を
一
般
公
募
し
ま
し
た
。
全
国
各
地
か

ら
1
8
3
点
も
の
応
募
作
品
が
寄
せ
ら
れ
、

審
査
の
結
果
選
ば
れ
た
の
が
「
な
か
じ
ぞ
う

さ
ん
」
で
す
。
モ
チ
ー
フ
は
、
中
島
村
の
指

定
文
化
財
「
汗
か
き
地
蔵
」。
頭
に
は
、
村
の

花
「
サ
ツ
キ
」
と
特
産
品
「
ト
マ
ト
」、
そ
し

て
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
小
室
哲
哉
さ
ん
か
ら

寄
贈
さ
れ
、
村
内
の
「
童
里
夢
公
園
」
に
設

置
さ
れ
て
い
る
「
ヨ
カ
ッ
ペ
時
計
」
を
つ
け
て

い
ま
す
。
同
年
7
月
27
日
に
開
催
さ
れ
た
「
い

き
い
き
フ
ェ
ス
タ
I
N
な
か
じ
ま
2
0
1
4
」

で
お
披
露
目
さ
れ
る
と
、
子
ど
も
た
ち
か
ら

大
人
気
と
な
り
ま
し
た
。「
な
か
じ
ぞ
う
さ
ん
」

は
、
村
内
の
イ
ベ
ン
ト
や
行
事
に
参
加
す
る

だ
け
で
な
く
、
村
外
に
も
出
か
け
て
い
っ
て
、

中
島
村
の
P
R
活
動
に
励
ん
で
い
ま
す
。

神奈川県寒川町 千葉県白子町

福島県中島村

く
ん

ぼ
う

げ
ん
き
君

げ
ん
き
君
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葉
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次
回
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、
中
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ロ
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（
北
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）
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ご
紹
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す
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礼
文
町
は
、
今
年
指
定
50
周
年
を
迎
え

る
利
尻
礼
文
サ
ロ
ベ
ツ
国
立
公
園
の
日
本

海
に
浮
か
ぶ
最
北
の
離
島
で「
花
の
浮
島
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
町
で
す
。

町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ふ
る
さ
と
の
舵
取

り
を
託
さ
れ
町
長
に
就
任
し
て
か
ら
19
年

が
経
ち
、　
「
声
な
き
声
に
も
耳
を
傾
け
、

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
礼
文
島
を
つ
く
り
た

い
」
と
の
思
い
を
胸
に
、
財
政
の
健
全
化

に
努
め
、
子
供
た
ち
の
夢
の
実
現
、
働
く

人
た
ち
の
元
気
づ
く
り
、
安
心
の
生
活
づ

く
り
を
意
識
し
な
が
ら
、「
近
者
悦
遠
者

来
」
の
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
未
来
に

元
気
の
タ
ネ
を
蒔
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

ま
た
、
礼
文
島
に
あ
る
三
つ
の
宝
物
に
よ

り
「
も
っ
と
故
郷
礼
文
島
に
賑
わ
い
を
取

り
戻
し
、
も
っ
と
も
っ
と
元
気
な
町
に
し

た
い
」
と
思
い
「
元
気
の
出
る
礼
文
づ
く

り
」
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

～
「
海
の
宝
」
～

さ
ら
な
る
元
気
を
創
り
出
す
た
め
に
は
、

漁
業
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
必
要

で
、「
地
域
で
稼
ぐ
エ
ン
ジ
ン
」
と
し
て
、

生
産
基
盤
の
整
備
と
保
全
、
担
い
手
の
確

保
に
努
め
、
漁
業
振
興
を
図
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

今
、
漁
業
を
取
り
巻
く
情
勢
は
大
き
く

変
化
し
て
お
り
、
主
要
魚
種
の
資
源
減
少
に

加
え
、
海
洋
環
境
の
変
動
に
よ
る
魚
種
の
変

化
や
水
揚
げ
減
少
、
価
格
の
低
迷
な
ど
、
先

行
き
の
不
透
明
な
厳
し
い
状
況
に
お
か
れ

て
い
ま
す
。
特
に
、
漁
業
は
沖
で
の
仕
事
だ

け
で
な
く
、
陸
で
の
網
外
し
の
仕
事
や
加
工

に
も
人
手
が
か
か
る
島
で
は
総
合
的
な
産

業
で
、
陸
に
も
雇
用
が
創
出
さ
れ
る
の
で

す
。
今
後
は
礼
文
島
の
ブ
ラ
ン
ド
品
と
し
て

付
加
価
値
を
高
め
る
な
ど
、
漁
業
振
興
対
策

と
漁
業
者
の
経
営
安
定
対
策
に
関
係
機
関

と
連
携
し
て
取
り
組
み
、
漁
業
者
の
皆
さ
ん

が
も
っ
と
安
心
し
て
操
業
で
き
る
環
境
づ

く
り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

～
「
山
の
宝
」
～

可
憐
で
希
少
な
高
山
植
物
な
ど
の
自
然

保
護
と
観
光
の
振
興
は
、
自
然
環
境
の
保

護
と
観
光
へ
の
活
用
と
い
う
極
め
て
難
し

い
対
応
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

特
に
、
高
山
植
物
が
咲
く
花
園
と
人
々
の

生
活
の
場
が
隣
り
合
っ
て
い
る
礼
文
島
で

は
、
地
球
温
暖
化
の
影
響
を
大
き
く
受
け

て
い
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
は
、
地
球
温
暖

化
を
解
消
ま
た
は
軽
減
し
て
持
続
可
能
な

自
然
を
守
る「
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
」

な
ど
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
取
組
が
必
要
と
考
え
て

い
ま
す
。
私
た
ち
す
べ
て
が
、
自
然
へ
の

や
さ
し
い
思
い
や
り
の
心
を
持
ち
、
自
然

環
境
に
や
さ
し
い
取
組
を
進
め
る
こ
と
と
、

工
夫
し
な
が
ら
温
か
い
お
も
て
な
し
の
気

持
ち
で
観
光
客
の
皆
さ
ん
を
お
迎
え
す
る

こ
と
が
と
て
も
大
切
だ
と
思
っ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
が
礼
文
島
を
他
の
観
光
地
と
は

違
っ
た
礼
文
島
観
光
を
つ
く
り
上
げ
る
こ

と
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

～
「
地
の
宝
」
～

礼
文
島
に
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
「
学
術

価
値
が
高
い
古
（
い
に
し
え
）
か
ら
の
貴

重
な
埋
蔵
文
化
財
」
が
あ
り
、
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
「
船
泊
遺
跡
」、

古
代
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
発
祥
の
地
「
香
深

井
Ⅰ
遺
跡
」、世
界
が
注
目
す
る
４
０
０
０

年
の
歴
史
を
刻
む
「
浜
中
2
遺
跡
」
な
ど
、

縄
文
時
代
か
ら
ア
イ
ヌ
文
化
期
ま
で
を
語

る
遺
跡
遺
物
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。

特
に
、
礼
文
島
の
冷
涼
な
気
候
に
よ
り
、

良
好
な
保
存
状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
情
報
量
の
豊
富
な
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ

が
国
は
も
と
よ
り
世
界
的
に
も
、
考
古
学

に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て

お
り
、
日
本
人
の
起
源
を
探
る
大
き
な
成

果
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
貴
重
な
遺
跡
遺
物
は
、
観
光
へ

の
活
用
は
も
ち
ろ
ん
、
児
童
生
徒
学
生
は

じ
め
研
究
者
に
と
っ
て
も
「
学
び
の
島
」

と
し
て
大
き
な
夢
や
役
割
を
有
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
新
た
な
交
流
が
期
待
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
は
「
見
せ
る
埋
蔵

文
化
財
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活
用
を
通
し

て
、
新
し
い
礼
文
島
の
「
学
び
の
島
」
の

魅
力
を
世
界
に
発
信
し
て
ま
い
り
ま
す
。

【
地
域
で
稼
ぎ
、
誰
も
が
健
康
で
活
躍
す

る
元
気
な
礼
文
づ
く
り
】

地
方
が
独
自
の
魅
力
を
つ
く
り
出
し
維

持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
自
分
た
ち
の
価

値
観
を
も
っ
て
「
継
続
的
に
稼
げ
る
し
く

み
」
を
つ
く
る
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
個

別
の
商
品
力
を
高
め
付
加
価
値
を
上
げ
る

取
組
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
漁
業
で
も
、

水
産
加
工
で
も
、
観
光
で
も
、
今
ま
で
の

売
り
方
、
作
り
方
に
変
化
を
も
た
せ
る
こ

と
に
よ
る
付
加
価
値
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

が
大
事
で
、「
稼
い
で
投
資
し
続
け
る
」

好
循
環
を
つ
く
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

地
方
創
生
に
必
要
な
の
は
「
お
カ
ネ
そ

の
も
の
」
で
は
な
く
「
お
カ
ネ
を
継
続
的

に
生
み
出
す
エ
ン
ジ
ン
」
を
つ
く
り
出
す

こ
と
で
す
。

真
面
目
に
務
め
る
姿
は
、
人
を
動
か
す

力
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
行
政
が
誠

実
か
つ
熱
意
を
も
っ
て
日
々
の
仕
事
に
取

り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
町
民
皆
さ
ん
か

ら
信
頼
を
い
た
だ
き
、
と
も
に
、
町
づ
く

り
を
進
め
る
大
き
な
力
に
な
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

町
づ
く
り
の
目
標
で
あ
る
「
地
域
で
稼

ぎ
、
誰
も
が
健
康
で
活
躍
す
る
元
気
な
礼

文
づ
く
り
」
の
た
め
、
頑
張
る
人
に
は
活

躍
で
き
る
ス
テ
ー
ジ
を
用
意
し
、
そ
の
覚

悟
と
決
断
に
責
任
を
も
つ
の
が
私
の
役
目

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
を
「
次
世
代
に
つ
な
ぐ

新
た
な
ス
テ
ー
ジ
」
と
し
て
い
く
た
め
、

こ
れ
か
ら
も
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
寄
り
添

う
「
人
の
和
」、「
絆
」
が
広
が
る
「
魅
力

あ
ふ
れ
る
礼
文
づ
く
り
」
を
進
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。	

私
が
め
ざ
す
も
の
【
地
域
で
稼
ぎ
、
誰
も
が
健
康
で

活
躍
す
る
元
気
な
礼
文
づ
く
り
】

礼
文
島
の
三
つ
の
宝
を
活
か
し
て
…

北
海
道
礼れ

文ぶ
ん

町
長

小お

野の　
　

徹と
お
る
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